
JAB MS208P-2009 

制定日：2009-08-05 -1/7- 改定日：改 0 2009-08-05 

 

 

 

 

ITサービスマネジメントシステム認証機関の 

パイロット認定の手順 

 
 

 

JAB MS208P-2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

制定日：2009年 8月 5日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

財団法人日本適合性認定協会 

 

 



JAB MS208P-2009 

制定日：2009-08-05 -2/7- 改定日：改 0 2009-08-05 

ITサービスマネジメントシステム認証機関のパイロット認定の手順 
 

１． 適用範囲 

この認定手順は、ITサービスマネジメントシステムの認証業務を実施する機関（以下、ITSMS

認証機関という）が、JAB MS100及び JAB MS308Pに基づいて財団法人日本適合性認定協

会（以下、本協会という）のパイロット認定審査及びパイロット認定を受けるための手順を規

定したものである。 

 

２．関係文書(Related documents） 

この項に掲げる文書のうちで、西暦年を付記してあるものは、記載の年の版を適用し、

その後の改正版(追補を含む)は適用しない。西暦年の付記のない文書は、その最新版

(追補を含む)を適用する。本協会の文書の最新版は、本協会ウェブサイト（www.jab.or.jp）

で閲覧及びダウンロード可能。 

 

2.1 引用文書(Normative documents) 

JAB MS200の 2.1によるほか、次による。 

JAB MS200       マネジメントシステム認証機関の認定の手順 

JIS Q 20000-1:2007(ISO/IEC 20000-1:2005) 情報技術－サービスマネジメント－第

 1部：仕様 

 

備考：この手順では JAB MS200 の文中の「認定」を「パイロット認定」に読み替えて引

用する。ただし JAB MS200の１０．～１５．に定める事項は適用しない。 

 

2.2 パイロット認定の一般基準 

JAB MS100-2007  マネジメントシステム認証機関に対する認定の基準 

 

2.3 ITSMS認証機関に対するパイロット認定の固有指針 

次に掲げる文書を、ITSMS認証機関に対するパイロット認定の固有指針として認定審査及

び関連する認定活動に適用する。 

 JAB MS308P  ITサービスマネジメントシステム認証機関のパイロット認定の指 針 

 

2.4 JAB Notice 

JAB MS200の 2.4による。 

 

2.5 関連文書(References) 

JAB MS200の 2.6によるほか、次による。 

JIS Q 20000-2:2007(ISO/IEC 20000-2:2005) 情報技術－サービスマネジメント－第

  2部：実践のための規範 

 

３．用語の定義 
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用語の定義は、JAB MS200による。 

 

４．全般  

4.1 言語  

JAB MS200 の 4.1 による。  

 

4.2 認定範囲分類  
認定範囲分類  

マネジメントシステム 
認定対象機関  

(一般認定基準) 
略称  固有認定基準・指針 認証規格  

経済活動

IT サービスマネジメントシステム  マネジメントシス
テム認証機関  
JAB MS100 

(JIS Q 17021) 
(ISO/IEC 17021) 

ITSMS JAB MS 308P JIS Q 20000-1 
(ISO/IEC20000-1) 

該当なし

 

4.3 認定の基準及び指針  

認定の基準及び指針は、2.2 及び 2.3 に示す基準及び指針とする。 

 

4.4 パイロット認定の言及及び認定シンボルの使用  

パイロット認定の言及は、JAB N410 に準じる。認定シンボルの使用は、正式認定

へ移行した後に可能とする。  

 

4.5 認定に関する異議申立て及び苦情  

JAB MS200 の 4.6 による。  

 

4.6 機関における重要な変更の通知  

JAB MS200 の 4.7 による。  

 

4.7 機密保持  

JAB MS200 の 4.8 による。  

 

4.8 パイロット認定に関する料金 

パイロット認定に関する料金は、別途通知する。  

 

4.9 審査工数  

本協会の標準審査工数は付表 1 による。  

 

4.10 認定されたマネジメントシステム認証のためのコンピュータを使った審査技法

(CAAT) 

JAB MS200 の 4.14 による。  
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５．パイロット認定の申請 

5.1 申請の条件 

次のすべてを満たすことを認定申請の条件とする 

a) 本協会によってマネジメントシステム認証機関として認定されており、2 件以上

の ITSMS 認証実績がある。実績は該当するすべての認証プロセスが完了してい

るものであること。  

b) 2 件以上の ITSMS 初回又は再認証組織審査予定がある。  

c) 6 件以上の ITSMS 認証実績又は組織審査予定がある。  

d) ITSMS 初回組織審査予定が 1 件以上ある。  

 

ただし、正式認定移行時の差分確認（１０．b)参照）を前提に、ITSMS 認証機関が

希望する場合は、パイロット認定申請時点で a)、b)、c)を満たす認証の予定/実績が

ない場合でも申請を行うことができる。  

 

5.2 認定申請書類の提供 

JAB MS200 の 5.2 による。  

 

5.3 認定申請書の受領 

JAB MS200 の 5.3 による。  

 

5.4 申請の受理 

JAB MS200 の 5.5 による。  

 

６．パイロット認定審査の準備 

JAB MS200の 6.による｡ 

 

７．パイロット認定審査の実施 

JAB MS200 の 7.による。ただし JAB MS200 の 7.4.2～7.4.5 は適用せず次による。  

 

組織審査への立会いは、ITSMS 認証機関が行う初回又は再認証審査の全過程及びそれ

に関連する活動とし、立会い件数は最低 2 件(うち 1 件は初回審査)とする。  

 

パイロット認定申請時点で5.1 b)を満たす組織審査予定がなく、その後、適切な時期

までに組織審査予定がない場合、1件のITSMS初回組織審査立会を行う。  

 

備考：組織審査立会いの条件と立会い実績に差分がある場合の正式認定プログラムへ

の移行は１０．による。 

 

８．パイロット認定審査報告 
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審査報告は、JAB MS200の 8.による｡ 

 

９．パイロット認定に関する決定及びパイロット認定の通知 

JAB MS200の 9.による。ただし、JAB MS200の 9.1.3は適用しない。 

2.2及び 2.3に示す認定の基準及び指針に適合しているか否かを ITSMS認証機関に通知する。

JAB MS200の 9.4に定める認定証は交付しない。 

 

１０．正式認定への移行 

ITSMS 認定プログラムが正式開始された後、パイロット認定から正式認定への移行は次によ

る。 

a) 認定プログラムの正式開始時に、関係文書の内容に改定が行われる場合には、パイロット

認定された ITSMS認証機関がそれらに適合していることを確認する。確認の程度、時期は、

改定により発生する差分の程度による。 

b) 5.1及び７．に定める条件又はパイロット認定での関連の実績と、正式認定の条件に差分が

ある場合は、原則として正式認定の前に差分の確認を行う。ただし一部については、正式

認定後に本協会が実施するサーベイランス・更新審査プログラムの中で確認を行う場合も

ある。 

c) a)及び b)に係る詳細は、正式認定開始前に別途通知する。 

d) 本協会は、パイロット認定された ITSMS認証機関に対して、正式認定に関する決定を行い、

認定証を授与する。 
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付表 1 ITサービスマネジメントシステムパイロット認定審査の標準的工数 

 

 

書類審査 2 
書類追跡調査  備考 4 による  

審査計画書作成  2mh 
事務所審査 3 
報告書作成 2 

追跡調査 備考 4 による  

・単位：人・日。ただし、0.5 人・日未満は人・時間（mh）であらわす  

・組織審査立会、最終会議及び面談は、実際に要した時間とする  

・1 日は実働 7 時間である  

 

備考：    

1：他のマネジメントシステムに係る認定審査と同時期審査を実施する場合は、本協会は

共通性の程度を判断し、必要とする工数を付加する。  

2：通訳を介して審査を行う場合、工数を最大 2.0 倍する。  

3：追跡調査において、現地訪問が必要と判断した場合、別途組織審査立会及び／又は事

務所審査を行う。この組織審査立会及び／又は事務所審査の工数は内容によって決定す

る。  

4：書類追跡調査及び追跡調査工数は、不適合の数及び内容によって最大 2 人・日までの

範囲で変動する。  

5：予備訪問及び臨時審査の工数は内容によって決定する。  
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